
 四日市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  令和３年７月１日  

四日市市長  森  智 広  

四日市市条例第３３号  

   四日市市税条例の一部を改正する条例  

 四日市市税条例（平成１６年四日市市条例第４２号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等

割のみを課すべきもののうち、前年の合

計所得金額が３１５，０００円にその者

の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢１

６歳未満の者及び控除対象扶養親族に

限る。以下この項において同じ。）の数

に１を加えた数を乗じて得た金額に１

０万円を加算した金額（その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有する場合に

は、当該金額に１８９，０００円を加算

した金額）以下である者に対しては、均

等割を課さない。 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等

割のみを課すべきもののうち、前年の合

計所得金額が３１５，０００円にその者

の同一生計配偶者及び扶養親族の数に

１を加えた数を乗じて得た金額に１０

万円を加算した金額（その者が同一生計

配偶者又は扶養親族を有する場合には、

当該金額に１８９，０００円を加算した

金額）以下である者に対しては、均等割

を課さない。 

  

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条

の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者

又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の７

の規定の適用を受けるものを除く。以下

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条

の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者

又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の７

の規定の適用を受けるものを除く。以下



この項において「公的年金等」という。）

の支払を受ける者であって、扶養親族

（年齢１６歳未満の者に限る。）を有す

る者（以下この条において「公的年金等

受給者」という。）で市内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第２０３条の６第１項

に規定する公的年金等の支払者（以下こ

の条において「公的年金等支払者」とい

う。）から毎年最初に公的年金等の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、市長に提出しなければなら

ない。 

この項において「公的年金等」という。）

の支払を受ける者であって、扶養親族

（控除対象扶養親族を除く。）を有する

者（以下この条において「公的年金等受

給者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第２０３条の６第１項に

規定する公的年金等の支払者（以下この

条において「公的年金等支払者」とい

う。）から毎年最初に公的年金等の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

２から５まで （略） ２から５まで （略） 

  

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 （略） 第４８条 （略） 

２から８まで （略） ２から８まで （略） 

９ 法第３２１条の８第６０項に規定す

る特定法人である内国法人は、第１項の

規定により、納税申告書により行うこと

とされている法人の市民税の申告につ

いては、同項の規定にかかわらず、同条

第６０項及び施行規則で定めるところ

により、納税申告書に記載すべきものと

されている事項（次項及び第１１項にお

いて「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用し、

９ 法第３２１条の８第５２項に規定す

る特定法人である内国法人は、第１項の

規定により、納税申告書により行うこと

とされている法人の市民税の申告につ

いては、同項の規定にかかわらず、同条

第５２項及び施行規則で定めるところ

により、納税申告書に記載すべきものと

されている事項（次項及び第１１項にお

いて「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用し、



かつ、地方税共同機構（第１１項におい

て「機構」という。）を経由して行う方

法により市長に提供することにより、行

わなければならない。 

かつ、地方税共同機構（第１１項におい

て「機構」という。）を経由して行う方

法により市長に提供することにより、行

わなければならない。 

１０から１４まで （略） １０から１４まで （略） 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受け

ている内国法人につき、法第３２１条の

８第６９項の処分又は前項の届出書の

提出があったときは、これらの処分又は

届出書の提出があった日の翌日以後の

第１２項前段の期間内に行う第９項の

申告については、第１２項前段の規定は

適用しない。ただし、当該内国法人が、

同日以後新たに同項前段の承認を受け

たときは、この限りでない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受け

ている内国法人につき、法第３２１条の

８第６１項の処分又は前項の届出書の

提出があったときは、これらの処分又は

届出書の提出があった日の翌日以後の

第１２項前段の期間内に行う第９項の

申告については、第１２項前段の規定は

適用しない。ただし、当該内国法人が、

同日以後新たに同項前段の承認を受け

たときは、この限りでない。 

１６ （略） １６ （略） 

  

（法人の市民税に係る不足税額の納付

の手続） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付

の手続） 

第５０条 （略） 第５０条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 第２項の場合において、納付すべき

税額を増加させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「増額更

正」という。）があったとき（当該増額

更正に係る市民税について法第３２１

条の８第１項、第２項又は第３１項に規

定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、

かつ、当該当初申告書の提出により納付

すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において

４ 第２項の場合において、納付すべき

税額を増加させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「増額更

正」という。）があったとき（当該増額

更正に係る市民税について法第３２１

条の８第１項、第２項又は第３１項に規

定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、

かつ、当該当初申告書の提出により納付

すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において



「減額更正」という。）があった後に、

当該増額更正があったときに限る。）は、

当該増額更正により納付すべき税額（当

該当初申告書に係る税額（還付金の額に

相当する税額を含む。）に達するまでの

部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げ

る期間（詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた法人についてされた当該

増額更正により納付すべき市民税又は

令第４８条の１５の４第４項に規定す

る市民税にあっては、第１号に掲げる期

間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。 

「減額更正」という。）があった後に、

当該増額更正があったときに限る。）は、

当該増額更正により納付すべき税額（当

該当初申告書に係る税額（還付金の額に

相当する税額を含む。）に達するまでの

部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げ

る期間（詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた法人についてされた当該

増額更正により納付すべき市民税又は

令第４８条の１５の５第４項に規定す

る市民税にあっては、第１号に掲げる期

間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

  

（法人の市民税に係る納期限の延長の

場合の延滞金） 

（法人の市民税に係る納期限の延長の

場合の延滞金） 

第５２条 （略） 第５２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第５０条第４項の規定は、第１項の

延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第４項中「前項の規定にか

かわらず、次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納

付すべき市民税又は令第４８条の１５

の４第４項に規定する市民税にあって

は、第１号に掲げる期間に限る。）」と

あるのは、「当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額の納付があった日（そ

の日が第５２条第１項の法人税額の課

３ 第５０条第４項の規定は、第１項の

延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第４項中「前項の規定にか

かわらず、次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人

についてされた当該増額更正により納

付すべき市民税又は令第４８条の１５

の５第４項に規定する市民税にあって

は、第１号に掲げる期間に限る。）」と

あるのは、「当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額の納付があった日（そ

の日が第５２条第１項の法人税額の課



税標準の算定期間の末日の翌日以後２

月を経過した日より前である場合には、

同日）から同条第１項の申告書の提出期

限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

税標準の算定期間の末日の翌日以後２

月を経過した日より前である場合には、

同日）から同条第１項の申告書の提出期

限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

  

附 則 附 則 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９

年法律第８９号）第１５条第１項（第１

号に係る部分に限る。）の規定により定

められる商業手形の基準割引率が年５．

５パーセントを超えて定められる日か

らその後年５．５パーセント以下に定め

られる日の前日までの期間（当該期間内

に前条第２項の規定により第５２条第

１項に規定する延滞金の割合を前条第

２項に規定する加算した割合とする年

に含まれる期間がある場合には、当該期

間を除く。以下この項において「特例期

間」という。）内（法人税法第７５条の

２第１項（同法第１４４条の８において

準用する場合を含む。）の規定により延

長された法第３２１条の８第１項に規

定する申告書の提出期限が当該年５．５

パーセント以下に定められる日以後に

到来することとなる市民税に係る申告

基準日が特例期間内に到来する場合に

おける当該市民税に係る第５２条の規

定による延滞金にあっては、当該年５．

５パーセントを超えて定められる日か

ら当該延長された申告書の提出期限ま

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９

年法律第８９号）第１５条第１項（第１

号に係る部分に限る。）の規定により定

められる商業手形の基準割引率が年５．

５パーセントを超えて定められる日か

らその後年５．５パーセント以下に定め

られる日の前日までの期間（当該期間内

に前条第２項の規定により第５２条第

１項及び第４項に規定する延滞金の割

合を前条第２項に規定する加算した割

合とする年に含まれる期間がある場合

には、当該期間を除く。以下この項にお

いて「特例期間」という。）内（法人税

法第７５条の２第１項（同法第１４４条

の８において準用する場合を含む。）の

規定により延長された法第３２１条の

８第１項に規定する申告書の提出期限

又は法人税法第８１条の２４第１項の

規定により延長された法第３２１条の

８第４項に規定する申告書の提出期限

が当該年５．５パーセント以下に定めら

れる日以後に到来することとなる市民

税に係る申告基準日が特例期間内に到

来する場合における当該市民税に係る



での期間内）は、特例期間内にその申告

基準日の到来する市民税に係る第５２

条第１項に規定する延滞金の年７．３パ

ーセントの割合は、これらの規定及び前

条第２項の規定にかかわらず、当該年

７．３パーセントの割合と当該申告基準

日における当該商業手形の基準割引率

のうち年５．５パーセントの割合を超え

る部分の割合を年０．２５パーセントの

割合で除して得た数を年０．７３パーセ

ントの割合に乗じて計算した割合とを

合計した割合（当該合計した割合が年１

２．７７５パーセントの割合を超える場

合には、年１２．７７５パーセントの割

合）とする。 

第５２条の規定による延滞金にあって

は、当該年５．５パーセントを超えて定

められる日から当該延長された申告書

の提出期限までの期間内）は、特例期間

内にその申告基準日の到来する市民税

に係る第５２条第１項及び第４項に規

定する延滞金の年７．３パーセントの割

合は、これらの規定及び前条第２項の規

定にかかわらず、当該年７．３パーセン

トの割合と当該申告基準日における当

該商業手形の基準割引率のうち年５．５

パーセントの割合を超える部分の割合

を年０．２５パーセントの割合で除して

得た数を年０．７３パーセントの割合に

乗じて計算した割合とを合計した割合

（当該合計した割合が年１２．７７５パ

ーセントの割合を超える場合には、年１

２．７７５パーセントの割合）とする。 

２ 前項に規定する申告基準日とは、法

人税額の課税標準の算定期間の末日後

２月を経過した日の前日（その日が民法

第１４２条に規定する休日、土曜日又は

１２月２９日、同月３０日若しくは同月

３１日に該当するときは、これらの日の

翌日）をいう。 

２ 前項に規定する申告基準日とは、法

人税額の課税標準の算定期間又は法第

３２１条の８第４項に規定する連結法

人税額の課税標準の算定期間の末日後

２月を経過した日の前日（その日が民法

第１４２条に規定する休日、土曜日又は

１２月２９日、同月３０日若しくは同月

３１日に該当するときは、これらの日の

翌日）をいう。 

  

（個人の市民税の所得割の非課税の範

囲等） 

（個人の市民税の所得割の非課税の範

囲等） 

第５条 当分の間、市民税の所得割を課

すべき者のうち、その者の前年の所得に

第５条 当分の間、市民税の所得割を課

すべき者のうち、その者の前年の所得に



ついて第３３条の規定により算定した

総所得金額、退職所得金額及び山林所得

金額の合計額が、３５万円にその者の同

一生計配偶者及び扶養親族（年齢１６歳

未満の者及び控除対象扶養親族に限る。

以下この項において同じ。）の数に１を

加えた数を乗じて得た金額に１０万円

を加算した金額（その者が同一生計配偶

者又は扶養親族を有する場合には、当該

金額に３２万円を加算した金額）以下で

ある者に対しては、第２３条第１項の規

定にかかわらず、所得割（分離課税に係

る所得割を除く。）を課さない。 

ついて第３３条の規定により算定した

総所得金額、退職所得金額及び山林所得

金額の合計額が、３５万円にその者の同

一生計配偶者及び扶養親族の数に１を

加えた数を乗じて得た金額に１０万円

を加算した金額（その者が同一生計配偶

者又は扶養親族を有する場合には、当該

金額に３２万円を加算した金額）以下で

ある者に対しては、第２３条第１項の規

定にかかわらず、所得割（分離課税に係

る所得割を除く。）を課さない。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から令和９年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第４条の４第３項の規定に該当す

る場合における第３４条の２の規定に

よる控除については、その者の選択によ

り、同条中「同条第１項」とあるのは「同

条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４

条の４第３項の規定により読み替えて

適用される法第３１４条の２第１項（第

２号に係る部分に限る。）」として同条

の規定を適用することができる。 

第６条 平成３０年度から令和４年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第４条の４第３項の規定に該当す

る場合における第３４条の２の規定に

よる控除については、その者の選択によ

り、同条中「同条第１項」とあるのは「同

条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４

条の４第３項の規定により読み替えて

適用される法第３１４条の２第１項（第

２号に係る部分に限る。）」として同条

の規定を適用することができる。 

  

（新型コロナウイルス感染症等に係る

住宅借入金等特別税額控除の特例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る

住宅借入金等特別税額控除の特例） 



第３５条 （略） 第３５条 （略） 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき新型コロナウイルス感染症特

例法第６条の２第１項の規定の適用を

受けた場合における附則第７条の３の

２第１項の規定の適用については、同項

中「令和１５年度」とあるのは「令和１

７年度」と、「令和３年」とあるのは「令

和４年」とする。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 四日市市税条例附則第６条の改正 令和４年１月１日 

(2) 四日市市税条例第４８条、第５０条及び第５２条の改正並びに同条例附則第４

条の改正 令和４年４月１日 

(3) 四日市市税条例第２４条及び第３６条の３の３の改正並びに同条例附則第５条

の改正並びに次項の規定 令和６年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

２ 前項第３号に掲げる改正による改正後の四日市市税条例の規定中個人の市民税に

関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年

度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。  

（財政経営部市民税課） 


